
来客用の駐車場を設
ける場合は台数に応
じて車いす使用者用
駐車施設の整備が必
要です。

整備対象外部分とは、従業員等、不特定多
数の方が使用しない部分をいいます。審査
の円滑化のため、対象外部分については
図面に表記をお願いします。
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脱衣所に立ち上がりを補助する縦型手すり、移動を補
助する水平手すりを設けてください。

浴槽には、移動を補助する水平手すり、浴槽のまたぎ
を補助する縦型手すり、立ち上がりを補助する縦型手
すりを設けてください。
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